


高等学校における遠隔授業［教科・科目充実型］

（２）遠隔授業［教科・科目充実型］を行う際の主な留意事項

○ 病室等における病気療養中の生徒等に対し同時双方向型の遠隔授業を行う場合の特例として、令和元年11月には
受信側の病室等に当該高等学校等の教員を配置することは必ずしも要しないこととするとともに、令和２年４月には
修得単位数の上限（36単位）の算定に含めないこととする制度改正を実施。

（３）病気療養中の生徒等に対して行う場合の要件緩和

（参考）関係法令抜粋

■学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）
第88条の３ 高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修
させることができる。

第96条 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者につ
いて行わなければならない。ただし、（略）

２ 前項前段の規定により全課程の修了の要件として修得すべき74単位のうち、第88条の３に規定する単位数は36単位を超えないものとする。ただし、
疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間高等学
校を欠席すると認められるものについては、この限りでない。

生徒数 ・同時に授業を受ける生徒数は、原則として40人以下とすること。

配信側 ・受信側の高等学校等（生徒の在籍する高等学校等）の身分を有すること。
・学校種や教科等に応じた相当の免許状を有すること。

受信側
・原則として教員を配置するべきであること。
※ただし、病室等において病気療養中の生徒等に対して遠隔授業を行う場合には、教員配置は必ずしも要しない
（その場合には、病室等での適切な体制整備が必要）

学習評価 ・単位認定等の評価は、配信側の教員が行うべきであること。（受信側教員はそれに協力）

その他
・遠隔授業を行う教科・科目等の特質に応じ、対面により行う授業を相当の時間数行うこと。
・36単位を上限とすること。
※ただし、病室等において病気療養中の生徒等に対して遠隔授業を行う場合には、単位数上限の算定には含めない
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（出典）文部科学省　高等学校における遠隔授業
　　　　　（教科・科目充実型）の概要について　より抜粋・一部加筆

    



教職課程科目一覧
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【高等学校】

（出典）文部科学省　改正前後の教職課程の科目等一覧　より抜粋・一部加筆






